
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行のための様式を定める要綱 

 

(趣旨) 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」という。）、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号。以下「政令」と

いう。）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和25年厚生省令第31号。

以下「省令」という。）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の

管理者の報告に関する条例（平成18年岡山県条例第78号。以下「条例」という。）及び精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和59年岡山県規則第20号。以下「規則」

という。）の施行のために使用する様式を、次のとおり定める。 

 

（様式一覧） 

様式番号 様式名 関係規定 

第１号 精神保健指定医の診察及び保護

申請書 

法第二十二条第二項 

第２号 精神障害者退院申出届 法第二十六条の二 

第３号 診察依頼書 規則第四条第一項 

第４号 措置入院等診断書 規則第四条第二号 

第５号 診察通知書 法第二十八条第一項 

第６号 措置入院決定のお知らせ 法第二十九条第三項及び規則第六条 

第６号の２ 入院措置通知書 規則第六条 

第６号の３ 措置入院通知書 規則第六条 

第６号の４ 措置入院決定報告書 規則第六条の三 

第７号 移送に際してのお知らせ 規則第六条の二第一項 

第７号の２ 移送に際してのお知らせ 法第二十九条の二の二第二項及び規則

第六条の二第二項 

第８号 入院措置解除通知書 規則第七条 

第９号 入院者の措置解除通知書 規則第七条 

第１０号 措置入院者症状消退届 法第二十九条の五 

第１１号 措置入院者死亡届 規則第九条 

第１２号 措置入院者転院申出書 規則第十条 

第１４号 費用徴収月額決定通知書 規則第十二条第七項 

第１５号 世帯調査 法第三十一条第二項及び規則第十三条 



第１６号 支払義務者異動届 規則第十三条 

第１７号 入院費用減免申請書 規則第十四条第二項 

第２２号 医療保護入院届 法第三十三条第七項 

第２３号 特定医師の診察による医療保護

入院届 

法第三十三条第七項 

第２５号 医療保護退院届 法第三十三条の二 

第２６号 応急入院届 法第三十三条の六第五項 

第２６号の２ 特定医師の診察による応急入院

届 

法第三十三条の六第五項 

第２７号 同意書 法第三十四条第一項 

第２７号の２ 移送に際してのお知らせ 法第三十四条第四項において準用する

第二十九条の二の二第二項及び規則第

十九条 

第２８号 措置入院者定期病状報告書 法第三十八条の二第一項 

第２９号の２ 任意入院者定期病状報告書 法第三十八条の二第二項及び条例第三

条 

第２９号の３ 医療保護入院者の入院期間更新届 法第三十三条第九項 

第３０号 退院等請求書 法第三十八条の四 

第３１号 精神障害者探索依頼書 法第三十九条第一項及び規則第二十二

条第一項 

第３２号 措置入院者仮退院許可申請書 規則第二十三条第一項 

第３３号 措置入院者仮退院許可書 法第四十条及び規則第二十三条第二項 

第３４号 仮退院者帰院届 規則第二十三条第三項 

第３４号の２ 障害者手帳交付申請書 法第四十五条第一項、第四項及び政令

第九条第一項 

第３５号 診断書（精神障害者保健福祉手

帳用） 

省令第二十三条第二項第一号 

第３６号 障害者手帳記載事項変更届・再

交付申請書 

政令第七条第二項、第四項及び第十条

第一項 

第３７号 障害者手帳返還通知書 法第四十五条の二第三項及び規則第二

十五条第一項 

第３８号 診察通知書 規則第二十五条第二項 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年12月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年８月19日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和８年４月７日から施行する。 


